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段

第
二
十
八
条
第
一
号
を
次
の

避

難

用

段
（
た
だ
し
、

れ
て
い
る
階
ま

に
向
か
っ
て
開

に
規
定
す
る
国

排
煙
す
る
こ
と

じ
て
連
絡
す
る

を
満
た
す
も
の

段
二

建
築
基
準
法

三

建
築
基
準
法

く
は
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法

る
。第

八
条
中
「
次
条
及
び
」
を

第
九
条
中
「
児
童
福
祉
施
設

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
児

第
二
十
六
条
第
六
号
ロ
の
表

一

建
築
基
準
法

山
口
県
規
則
第
七
号

児
童
福
祉
施
設
の
設
備

る
規
則

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

第
二
条
中
「
児
童
福
祉
施
設

第
五
条
第
三
項
中
「
、
母
子

規

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

よ
う
に
改
め
る
。

当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
の
一

で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室

く
こ
と
の
で
き
る
窓
若
し
く
は
排
煙

土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限

こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第

と
す
る
。
）
又
は
同
条
第
三
項
各
号

第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構

施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号

第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第

削
る
。

」
の
下
に
「
（
助
産
施
設
、
児
童

童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。

四
階
以
上
の
項
避
難
用
に
関
す
る

施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号

山
口

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

」
の
下
に
「
（
保
育
所
を
除
く
。

保
護
若
し
く
は
保
育
の
実
施
」
を

則

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

日

一

階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら

と
を
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
外
気

設
備
（
同
条
第
三
項
第
一
号

用
い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に

る
。
）
を
有
す
る
付
室
を
通

二
号
、
第
三
号
及
び
第
九
号

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階

造
の
屋
外
傾
斜
路

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階

六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
」
に
改

厚
生
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、

）
」
を
加
え
る
。

部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山

）
」
を
加
え
る
。

「
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

め児 す口し 規

規

則
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第 号

一第
（
運

第
二定

致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規

致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規

。平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

口
県
規
則
第
八
号

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等

非
常
災
害
対
策

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に

一

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す

三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
を
次

十
二
条
及
び
第
三
十
三
条

削
除

則
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

提
供
す
る
保
育
の
内
容

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務

保
育
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の

乳
児
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼

施
設
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

保
育
士

乳
児
お
お
む
ね
三
人

お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上

に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上

保
育
所
に
つ
き
二
人
以
上

二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

営
規
程
）

十
八
条
の
二

保
育
所
は
、
次
に

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（

制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を

山
口
県
知

の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

関
す
る
事
項

る
重
要
事
項

の
よ
う
に
改
め
る
。

る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
内
容

間種
類
、
そ
の
支
払
を
求
め
る
理

児
及
び
満
三
歳
以
上
の
幼
児
の

に
関
す
る
事
項
並
び
に
施
設
の

に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以

、
満
三
歳
以
上
で
満
四
歳
に
満

の
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ

え
る
。

掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第

廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

事

村

岡

嗣

政

則
を
廃
止
す
る
規
則

由
及
び
そ
の
額

区
分
ご
と
の
利
用
定
員

利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

上
で
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児

た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
十
人

き
一
人
以
上
で
、
か
つ
、
一
の

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を

阿
知
須
共
立
病
院

山

山
口
県
告
示
第
八
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

山
口
県
告
示
第
八
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

名

称

次
の
医
療
機
関
は
、
救
急
病

一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
な
く

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

名

称

医
療
法
人
協
愛
会
阿
知
須
共
立

二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

告

山
口
県
告
示
第
八
十
七
号

山
口

口
市
阿
知
須
四
八
四
一
の
一

二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第

の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百

日 （
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

日

山
口

所

在

院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十

な
っ
た
。

日

山
口

所

在

病
院

山
口
市
阿
知
須
四
一

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

示

県
知
事

村

岡

嗣

政

平
成
三
〇
、

一
、
三
一

百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

県
知
事

村

岡

嗣

政

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条

県
知
事

村

岡

嗣

政

地

七
一
の
一

二

よ意 よ限 第

告

示
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お
い道路道

第 号

田
山

道
路
のそ

路
の
区
域

区

間

門
市
三
隅
下
字
志
道
田
二
〇
四
〇
の
五

先
か
ら

市
三
隅
下
字
西
下
無
田
二
〇
三
六
の
五

先
ま
で

区

間

部
市
大
字
東
吉
部
字
馬
場
西
三
三
三
九

一
地
先
か
ら

市

同
大
字
字
砂
香
下
二
八
一
八
の
三

先
ま
で

路
の
種
類

県
道

線

名

長
門
三
隅
線

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

路
の
種
類

県
道

線

名

小
野
田
美
東
線

路
の
区
域

布
施
加
入
区

口
県
告
示
第
九
十
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

七
・
三

最
広

九
・
五

新

最
狭

九
・
五

最
広

一
〇
・
五

旧
新
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ

旧

最
狭

八
・
六

最
広

一
三
・
四

新

最
狭

八
・
六

最
広

一
五
・
〇

山
口
県
知

敷
地
の
幅
員

延

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

三
月
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口

長

ー
ト
ル
）

備

考

一
二
〇
・
〇

一
二
〇
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

ー
ト
ル
）

備

考

五
三
五
・
〇

五
三
五
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

事

村

岡

嗣

政

長

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
二
島
西
地
区
経
営
体

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
二
島
西
地
区
経
営
体
育
成

り
行
い
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日

路
線
名

供

用

県

道

長
門
三
隅
線

長
門
市
三
隅
下
字
志

同
市
三
隅
下
字
西
下

公

（
七
八
）
県
営
二
島
西
地
区
経

路
線
名

供

用

県

道

小
野
田
美
東

線

宇
部
市
大
字
東
吉
部

同
市

同
大
字
字
砂

山
口
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

育
成
基
盤
整
備
事
業
（
第
一
換
地

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
第

日

山
口

開

始

の

区

道
田
二
〇
四
〇
の
五
地
先
か
ら

無
田
二
〇
三
六
の
五
地
先
ま
で

告

営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
第
一

山
口

開

始

の

区

字
馬
場
西
三
三
三
九
の
一
地
先
か
ら

香
下
二
八
一
八
の
三
地
先
ま
で

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

十
七
年
三
月
十
三
日
か
ら
一
月
間

。日

三

区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

一
換
地
区
の
換
地
処
分
を
次
の
と

県
知
事

村

岡

嗣

政

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
七
年
三
月

十
四
日

換
地
区
）
の
換
地
処
分

県
知
事

村

岡

嗣

政

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
七
年
三
月

十
四
日

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

換 、お 道に

公

告



平成 年 月 日 金曜日 山 口

山
政

あ
っ

（定期）県 報

一二三

第 号

地
（
七測

第
一

知
が

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水

作
業
の
地
域

美
祢
市
美
東
町
絵
堂

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
十
六
日
か
ら

計
画
の
と
お
り

九
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
部
土
木
建

あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

委
員
会

第
十
九
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
知

準
測
量
）

同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

長

中

村

正

昭

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

事

村

岡

嗣

政

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

示
第
二
十
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

中

村

正

昭

四

が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

山
政

が
あ

（定期）報 第 号

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
二
十
一
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

長

中

村

正

昭

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
二
十
二
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

五

委
員
長

中

村

正

昭

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出



平

お
り

成 年 月 日 金曜日

山
土

山 口

政
が
あ

定期）県 報

山

第 号

山
政

が
あ

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

収

用

委

口
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
指
定
の
取
消
し
に
係
る
資
金

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

員

会

号
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
二
十
四
号

第
二
十
三
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

と
お
り
で
あ
る
。

長

中

村

正

昭

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
と
お
り
で
あ
る
。

長

中

村

正

昭

丁
目
地
内
）

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

一

起
業
者
の
名
称

山
口
県

二

事
業
の
種
類

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業

（
周
南
市
西
松
原
三
丁
目
、

日

山
口
県
収
用
委
員

三
・
二
・
三
百
一
号
中
央
通
線
及

新
地
一
丁
目
、
新
地
三
丁
目
、
南

会
会
長

猪

俣

俊

雄

び
三
・
四
・
四
百
二
号
中
央
通
り

浦
山
町
、
西
千
代
田
町
及
び
川
崎

六

線三

収

用

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

二三
す

四

山 口 県

口
赤

一

（定期）報

四
労

第 号

三
所周

諸
手
当
の
改
善
の
要
求
に
関
す

日
時

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日
以
降

場
所

総
合
病
院
山
口
赤
十
字
病
院
に
お

る
全
職
場

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
実
施

十
字
病
院
労
働
組
合
か
ら
、
次
の

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

事
件賃

金
引
上
げ
の
要
求
に
関
す
る

労
働
条
件
の
改
善
の
要
求
に
関

増
員
の
要
求
に
関
す
る
件

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

雑

争
議
行
為
の
通
知

働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土

裁

決

手

続

の

開

在

地

番

地
目

南
市
新
地
三
丁
目

番

雑
種

る
件

本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま
で
の

い
て
山
口
赤
十
字
病
院
労
働
組

す
る
。

と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の

山
口
県
知

件す
る
件

月
日

報

法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七

地
、
土
地
所
有
者
及
び
土
地
に

始

を

決

定

し

た

土

地

公
簿
上
の
地

積（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

実
測
地
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収との（平

地

期
間

合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人

土

地

用
し
よ
う

す
る
土
地

面
積

方
メ
ー
ト
ル
）

氏

名

光
貞

公
二

周

所

有

者

住

所

南
市
新
地
三
丁
目
二
番
二
三
号

土
地
に
関
し
て
権
利
を

氏

名

住

株
式
会
社
大
隈

山
口
市
朝
田
九

地
一

七

有
す
る
関
係
人

所

権
利
の
種
類

二
八
番

賃
借
権

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日
印
刷

十
七
年
三
月
十
三
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


